
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

366 395 426 455 487

380 436 494 551 608

483 561 638 738 836

549 637 725 838 950

618 733 846 980 1,112

710 844 974 1,129 1,281

757 897 1,039 1,206 1,369

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（１月につき） 40
利用者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を厚労省に提
出した場合

（Ⅰ）に加え医師等が居宅を訪問し評価し、環境整備の助言及び入浴計画を作成し、居宅の環境に近い入浴介助を行う

 サービス提供体制強化加算

 介護職員処遇改善加算

 介護職員等ベースアップ等支援加算

 入 浴 介 助 加 算(Ⅱ） 60

 入 浴 介 助 加 算(Ⅰ） 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う

22

－

そ　の　他　の　加　算　（本人1割負担分）　　2割負担の場合×2，　3割負担の場合×3

 介護職員等特定処遇改善加算 － 介護職員処遇改善加算Ⅰを算定しサービス提供体制強化加算が(Ⅰ)イの場合（介護報酬総単位数×20/1000）

 認 知 症 短 期 集 中 個 別 ﾘ ﾊ 加 算 Ⅱ

要介護3～5で、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、計画的な医学管理のもとにリハビリを行った場合

リハビリ終了者が指定の通所介護等の事業所に移行するにあたりリハ計画書を移行先の事業所へ提出すること 移行支援加算

リハビリマネジメント加算（Ⅲ）

(B)イ

(B)ロ

 文書料

費　　　　目

 食　　費

 日用品費

 教養娯楽費

 キャンセル料

 行事費

 理美容代

 おむつ代

 廃棄料金

 若 年 性 認 知 症 受 入 加 算

863

543

1回

1枚

1枚

7,700

 通所リハ送迎減算 -47

110

 認 知 症 短 期 集 中 個 別 ﾘ ﾊ 加 算 Ⅰ

60

3,300

内　容　の　説　明

昼食・おやつの料金（昼：600円　おやつ：120円）

タオル・おしぼり・紙コップ・ペーパータオルなど

レクレーションやクラブ活動で使う画用紙・色鉛筆・文具など

ご利用をキャンセルした場合に発生

小旅行・観劇等の行事に参加される際の費用

カット（2,310円）　パーマ・カラー（5,610円）　顔そり・ヘアセットのみ（1,210円）

リハビリパンツ（93円）　パット（42円）

おむつS・Mサイズ（125円）　おむつLサイズ（148円）

リハビリパンツ・おむつ（61円）　パット（32円）

診療情報提供書または準ずる内容の文書料

診断書・証明書・その他の文書料

金額（税込）

720

172

70

-

実費

リハビリ計画書を定期的に評価し見直し等を行い、それを事業所の医師が利用者家族等に説明を行う
さらにその内容等の情報を厚労省に提出 （利用開始から6カ月以内）

リハビリ計画書を定期的に評価し見直し等を行い、それを事業所の医師が利用者家族等に説明を行う
さらにその内容等の情報を厚労省に提出 （利用開始から6ヶ月超）

退院・退所又は認定日より3ヶ月以内、集中的な個別リハビリを行った場合

認知症と医師が判断した者であって、退院・退所又は利用開始日の属する月から3カ月以内に月に4回以上のリハビリを行った
場合

受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めていること

管理栄養士とその他の職種と共同して栄養アセスメントを作成し、栄養状態等の情報を厚労省に提出

認知症と医師が判断した者であって、退院・退所又は利用開始から3カ月以内に週2回を限度としてリハビリを行った場合

加　算　内　容

リハビリテーション専門職の人員基準以上の配置に加算

要介護3以上の占める割合が3割以上で看護職員の配置が1以上

介護職員の総数のうち介護福祉士70％以上の場合

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の47/1000

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得している場合（介護報酬総単位数×10/1000）

加　算　内　容

リハビリ計画書を定期的に評価し見直し等を行い、それを事業所の医師が利用者家族等に説明を行う
 （利用開始から6ヶ月超）
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ファミリート日の出　通所リハビリテーション利用料一覧表

介護給付費
本人負担

（1割負担）

（金額：単位数×10.55）

1～2時間

2～3時間

6～7時間

介護保険利用者負担　(日額）

体　　　制　　　加　　　算
加算（単位）費　　　目

3～4時間

5～6時間

4～5時間

単　位費　目
介護度別単位数※ リハビリテーション

提供体制加算

－

－

12　／　回

16　／　回

20　／　回

24　／　回

28　／　回

介護老人保健施設　ファミリート日の出　　

令和 ４年 10月 1日 改定

費　　　目 加算（単位）

40

830

510

240

1920

 栄養アセスメント加算

 ※　リハビリテーション提供体制加算 12～28

20

－

 中重度者ケア体制加算

7～8時間

 重度症療養管理加算

12

 短 期 集 中 個 別 ﾘ ﾊ 加 算

そ　の　他　の　利　用　料　（希望者のみ）

100

事業所が送迎を行わない場合減算（片道につき）

リハビリ計画書を定期的に評価し見直し等を行い、それを事業所の医師が利用者家族等に説明を行う
 （利用開始から6ケ月以内）


